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＜Ⅲ＞廃棄物の状況 

１ 概要 

年々増大、多様化するごみを資源化し、環境衛生上支障のないよう処理するため、

本市では、収集運搬体制の整備と充実に努めるとともに、排出者である市民及び事

業者に対して正しいごみの処理方法、ごみの減量・再利用など市の清掃事業への理

解と協力を積極的に呼び掛けてきました。 

本市では、一般廃棄物を以下のとおり、収集・処理しています。 

このうち、家庭から排出されるものは、4 分別 19 種類に区分し、市が収集をして

います。事業系ごみ及び家庭系多量ごみについては、自己搬入あるいは、市の許可を

受けた一般廃棄物処理業者が収集運搬を行っています。 

処理については、「燃やすごみ」「破砕ごみ」「粗大ごみ」及び事業系ごみ・家庭系

多量ごみは、小牧岩倉エコルセンターで、その他家庭系資源については、再資源化施

設で行っています。 

 

家庭系ごみ  収  集   処   理 ・ 処   分 

燃やすごみ  ステーション(白指定袋)週 2 回

及び拠点（エコルセンター）月～金のみ  

    
エコルセンター 

(溶融・破砕) 

 

         

破砕ごみ  ステーション(赤指定袋)月 2 回

及び拠点（エコルセンター）月～金のみ  

      

           

粗大ごみ  各戸(有料申込み制)  

及び拠点（エコルセンター）月～金のみ  

    
最終処分場 

 

        

 

 

資 
 

 
 
 

 

源 

プラスチック
製容器包装 

 ステーション(緑指定袋)週 1 回

及び拠点（各資源回収ステーション）随時 

  中間処理 
(圧縮・梱包) 

   

ペットボトル 
 ステーション(緑指定袋)月 2 回

及び拠点（各資源回収ステーション）随時 

    
指定法人 

 

空き缶 
 ステーション(緑指定袋)月 2 回

及び拠点（各資源回収ステーション）随時 

 

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ 

中間処理(圧縮・梱包) 

ペットボトル 

空きびん（透明・

茶・その他） 

 
 

 

空きびん 
 ステーション(緑指定袋)月 2 回

及び拠点（各資源回収ステーション）随時 

 
中間処理(選別・圧縮) 
 空き缶 
中間処理(色選別) 
 空きびん（残渣） 

 

 

 

再生業者 

 

蛍光管類 
 ステーション(緑指定袋)月 1 回

及び拠点（回収協力店 12 店及び各資源回収ステーション）随時  

   

金属類 
 ステーション(緑指定袋)月 2 回

及び拠点（各資源回収ステーション）随時 

 中間処理(破砕) 

 蛍光管類 

  

危険ごみ  ステーション(透明袋)月 2 回
及び拠点（各資源回収ステーション）随時 

     

古紙(5 種)・古布 

 ステーション(古布は緑指定袋、雑
がみは緑指定袋・紙袋、その他の古
紙は十文字に縛る)雑がみ週 1 回、
そ の 他 月 2 回
及び拠点（各資源回収ステーション）随時 

     

廃食用油  拠点(リサイクルプラザなど計 10
箇所)随時 

     

家庭系パソコン等  拠点（各資源回収ステーショ
ン）及び宅配回収 随時 

      

剪定枝  拠点（第 2･3 資源回収ステーション）随時
及びステーション（透明袋）週２回 

      

羽毛ふとん  拠点（各資源回収ステーション）
随時 

      

          

事業系ごみ       

          

家庭系多量ごみ         

 

自己搬入又は許可業者 
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ごみ排出量と人口との比較 

 

 

２  ごみ減量・再資源化 

啓発事業 

●刊行物の発行 

   ｢資源・ごみの分け方と出し方｣、「資源・ごみの分別早見表」「資源・ごみ収集カレン

ダー」の全戸配布並びに平成 28 年 5 月からごみ分別アプリ「ごみの日ナビ」の配信を

開始し、ごみの収集日と正しい分け方や出し方を示してマナーの徹底を図っています。 

   また外国人に対しては、ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、ベトナム語、イ

ンドネシア語、タガログ語のパンフレットを作成するとともに、平成 29 年 7 月からは

上記言語に対応したごみ分別アプリ（さんあ～る）の配信を開始しました。 

事業者に対してはパンフレット「事業者の皆様へ」を作成、配布し、ごみ減量に対す

る啓発を行っています。 

 

●小学校 4年生社会科学習資料（平成 7年度～） 

小学校 4年生が社会科の授業の中で、ごみの減量と資源のリサイクルの必要性を学ん

でいます。（｢私たちのくらしとごみ｣） 
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●出前講座（平成 8年度～） 

   生涯学習まちづくり出前講座の講座｢ごみ減量化対策について｣に対し、職員を講師と

して派遣しています。 

（令和 4年度 延べ参加者 399人（全 14回）） 

 

●行事への参加 

    イベント等（環境フェア、小牧市民まつり）でごみ減量を啓発しています。 

 

●ごみ集積場での分別指導 

    ごみ集積場へ職員が出向き、各行政区の役員ととも

に分別指導を行っています。 

 

 

 

再資源化事業 

●資源回収量 

    市による分別収集、エコルセンターの破砕施設などからの回収、子ども会などによる

集団回収により資源回収を行っています。 

                                                                               単位：t 

※（ ）内は事業系資源及び新聞店回収分等を含んで算出した値 

※四捨五入の為合計値が一致しない年もある。 

 

 

 

 

 

 

       年度 

区分 
30 R1 R2 R3 R4 

行政回収量 
7,573  

(11,308) 
7,799  

(12,034) 
8,280  

(12,459) 

8,099  
(12,128) 

7,867  
(12,150) 

ごみ処理施
設資源化量 

4,247  4,274  4,438  4,389  4,139  

集団回収量 
1,603  
(2,360) 

1,367  
(2,062) 

695  
(1,297) 

631  
(1,355) 

670  
(1,327) 

合  計 
13,423  
(17,915) 

13,440  
(18,370) 

13,413  
(18,194) 

13,119  
(17,872) 

12,676  
(17,617) 
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●資源分別収集事業（昭和 59 年 7 月～） 

  ※平成 30 年度から令和元年度まで金属類の収集量に危険ごみの収集量を含む。 

 

●廃食用油（天ぷら油）回収事業（平成 18 年 4 月～） 

   各家庭や学校給食センター・保育園で排出される使用済み食用油をリサイクルプラザ、

資源回収ステーション、各市民センター等で回収し、バイオディーゼル燃料や粉せっけ

ん、ハンドソープなどに再生しています。 

 

  回収量                                                         単位：ℓ 

                  年度 

回収場所 
30 R1 R2 R3 R4 

給食センター 15,666 14,737 11,780 15,065 13,380 

保育園 2,099 1,380 1,475 1,295 1,300 

資源回収ステーション等 22,622 21,697 24,355 23,745 19,440 

回収量合計 40,387 37,814 37,610 40,105 34,120 

 

 

 

 

 

 

       年度 

区分 
30 R1 R2 R3 R4 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 2,167.41 2,142.18 2,127.78 2,118.36 2,035.25 

空 きびん 691.78 650.19 642.08 639.89 629.52 

スチール缶 88.54 87.06 92.08 80.56 82.89 

ア ル ミ 缶 114.91 124.45 142.48 141.16 126.87 

ペットボトル  363.52 364.91 402.80 409.69 413.62 

古紙 ・古布 2,907.74 2,727.49 3,004.20 2,820.23 2,559.30 

金属類 412.91 464.60 458.94 388.63 274.79 

危 険 ごみ ―   ―   73.13 78.49 73.95 

家庭系パソコン 
携帯電話 15.87 18.84 18.92 16.93 13.35 

蛍光管類 10.57 12.18 13.40 11.64 10.48 

合   計 6,773.25 6,591.9 6,975.81 6,705.58 6,220.02 

単位：t 
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●資源回収事業奨励金交付事業（平成 9年 4月～） 

子ども会、ＰＴＡなど各種団体による古新聞等の資源回収の実施は、ごみの減量・再

資源化のみならず、地域コミュニティの育成に役立っています。ごみの減量・再資源化

を一層推進するため、資源回収登録団体に 5円／㎏の奨励金（平成 14 年 4月 1 日から

逆有償の場合は 2円／㎏を限度として逆有償分を加算）を交付しています。  

                                 単位：t 

年度 実施団体数 古紙類 古布類 空き缶 合 計 奨励金額(円) 

30 95 1,486.341 42.453 23.595 1,552.389 7,648,124 

R1 90 1,257.935 36.584 22.222 1,316.741 6,476,111 

R2 71 610.009 19.173 12.154 641.336 3,146,290 

R3 68 551.558 20.373 9.942 581.873 2,860,135 

R4 70 592.349 20.713 11.617 624.679 3,065,470 

   

排出抑制事業 

●家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業（平成 11年 5月～） 

家庭から出る生ごみの処理を推進するため、市民が生ごみ処理機を購入した際に購入

費の一部を補助しています。 

 

家庭用生ごみ処理機購入費補助台数                               単位：台 

 

●家庭用剪定枝粉砕機貸出事業（平成 22年 6月～） 

剪定枝粉砕機を市民に対して無償で貸与することにより、剪定枝の有効利用を促進し、

燃やすごみの減量及び資源化を推進しています。 

単位：件 

 

 

 

 

 

 

年 度 30 R1 R2 R3 R4 

生ごみ処理機 33 39 30 29 17 

堆肥化容器 10 10 12 11 10 

減 量 容 器 0 0 0 0 0 

年度 30 R1 R2 R3 R4 

件  数 39 24 26 42 31 
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●剪定枝の再資源化 

エコルセンターに搬入すると、燃やすごみとして処理される剪定枝について、事業

所から出るものは、堆肥化等を行う民間の再資源化施設に直接持ち込むよう事業者に

指導をしています。また、家庭から出るものについては、第 2・3資源回収ステーショ

ンに拠点回収場所を設置するとともに、平成 30年 10月からごみ集積場に排出された

剪定枝も資源化しています。                     

単位：t 

年度 
区分 30 R1 R2 R3 R4 

家庭系 763 1,172 1,269 1,357 1,615 

事業系 3,222 3,910 3,866 3,720 3,996 
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３ し尿処理 

概況 

   本市のし尿及び浄化槽汚泥の収集は、市の許可業者が行い、それぞれ小牧市クリーンセン

ターで処理しています。 

 

し尿処理量の推移                           単位：㎘ 

   年 度 

区 分  
30 R1 R2 R3 R4 

収 

集 

量 

し 尿 2,419 2,318 1,898 1,097 1,118 

浄化槽汚泥 19,452 19,420 20,684 21,762 22,367 

合 計 21,871 21,738 22,582 22,859 23,485 

処 

理 

量 

施設処理量 21,871 21,738 22,582 22,859 23,485 

 

浄化槽設置基数                              単位：基 

 

処理対象人口の推移                             単位：人 

         年 度 

区 分 
30 R1 R2 R3 R4 

行政区域内人口 152,816 152,842 151,920 150,684 150,188 

水
洗
化
人
口 

公共下水道によるもの 115,978 118,131 118,320 119,050 119,352 

浄化槽によるもの 33,866 31,871 31,268 30,286 29,463 

非水洗化人口 2,972 2,840 2,332 1,348 1,373 

 

   年 度 

区 分 
30 R1 R2 R3 R4 

単 独 処 理 10,452 10,313 10,303 10,283 10,276 

合 併 処 理 3,848 3,864 4,026 4,094 4,207 

計 14,300 14,177 14,329 14,377 14,483 


